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　　　　　　ひとこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カルネアデスの船板一

　大海原で遭難した二人の人間が、海に漂う、一人を浮かばせる力

しかない一枚の船板を奪いあう状況を「カルネアデスの船板」とい

う。一般的には刑法で、やむを得ない状況で相手を害する場合の緊

急避難として、違法性を阻却する時の例話として用いられる。

　誰しも追い詰められれば必死で自分のみは苦境から逃れようとす

る。生き延びようとする。その手段が一つしかなく、それを得るた

めには相手と争うしかない時には、大抵の人はわが身可愛さのため

に、相手を蹴落そうとするであろう。

　現代の児童虐待の悲惨さは、現代社会の過酷なストレスと家庭内

の閉塞状況の中で、親が自分の生き延びる「気持ち」の余裕を求め

て、小さな場を子どもと争いあってしまうことにある。時にこの子

さえいなければ、という切羽詰まった状況から、子どもを虐待する

例もある。再婚しようとする相手から子どもは要らないと言われた

人は、一枚の船板をわが子と争うことになる。

　しかしその親の気持ちを逆転させるようなことがある。養護施設

の児童の作文などを読むと、あれほど親から冷たく扱われ、虐待さ

れていても、早く自分も大きくなって「苦労」している親を助けて

あげたいというけなげな文章に出会うことが度々ある。この世の中

において、親もまた苦しんで闘っているのだということを、子ども

たちがどこかで理解しているからである。

　社会が親を「遭難」に追い込まないようにすること、たとえそう

なっても、子どもと共に「板」に乗れる方法を考える必要があるこ

とを、「カルネァデスの船板」は教えてくれている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・秋山智久



児童虐待
背景・原因・対応をめぐって

特 集

現代の児童虐待

　　　　　　　　　かみ　いで　ひろ　ゆき

鯨都蠕酬酬員上出弘之

　はじめに

　この数年来、家庭内での親または親に代わる保護

者による児童虐待について、大きな関心が向けられ

るようになってきている。ひどい折濫から死がもた

らされる等の不幸な結果が招かれた事例が報道され

たり、虐待についての調査や論文が雑誌等に発表さ

れたりしている。

　しかし、わが国での関心は欧米諸国に比べればま

だまだ非常に乏しく、その対策への取り組み等もは

るかに立ち遅れている。古来わが国は、子どもに対

する情愛の豊かな国であり、過保護的になることは

あっても、虐待等はありえないと考えられてきたか

ちかもしれない。

　果たしてそう言いきれるのだろうか。特に近頃で

は、欧米に近い養育態度が浸透し、虐待も増えてき

ているのではなかろうか。2年ほど前からは、民間の

手で、虐待ホットラインとか110番などの電話相談が

始まり、結構繁盛さえしている。ということは、隠

然とではあろうが、虐待が増えつつあるとも受け止

められる。

　また、もし増えてきたのが事実なら、それはなぜ

なのか。その原因に対し打つべき予防の方法は、あ

るいは引き起こされた虐待ケースにはどう対応する

べきか。

　以下これらの問題について、主に児童相談所で虐

待ケースにかかわってきた者の一人として日頃考え

ていることを述べてみたい。

　出現率について

　立ち遅れの一つの現れとして、わが国での公的な

統計として、児童相談所での養護相談における虐待

件数が取り上げちれるようになったのは、ごく最近

の1990年度からであることが指摘される。従ってこ

れからは国全体の推移が把握可能になると考えられ

るが、今までの数字の推移についてはなんとも言え

ない。

　今までにも全国的な規模での単発的な調査はいく

つかある。1983年の全国児童相談所長会の養護相談

調査、同じく1983年の児童虐待調査研究会が行った

虐待調査、1988年の全国児童相談所長会の虐待調査

等である。

　ただ、この種の調査では、調査の対象となる被虐
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待児の概念規定が大きく数字を左右してしまう。虐

待という時、まずは身体的暴力や性的暴力がイメー

ジされることは当然であるが、いわゆるネグレクト、

すなわち保護の怠慢や拒否、心理的暴力を含めるか

否かで数字は大きく異なってくる。最近のわが国の

虐待調査については、このような保護の怠慢・拒否

を含めることが定着していると言えよう。

　ただここでさらなる問題として、虐待と呼ぷには、

その程度をどう規定するかも問題になってくる。特

に、心理的（emotional）虐待や保護の怠慢・拒否な

どの場合、子どもにどれだけの影響を及ぼしたかに

よって虐待の規定をすべきであろうが、これは決し

て容易ではない。現在筆者なりに取り上げている、

程度をも含めた概念規定を参考までに右に掲げてお

く。

　しかしこの程度についての規定は、本書に別の著

者によって記されるであろう電話相談での虐待の場

合には、かなり異なっているのではないかと考えら

れる。もっともっと程度としては軽い、しかし将来

的には重く発展する可能性を秘めているものが少な

くないように考えられるからである。

　ところで今までに行われた調査結果から、虐待の

頻度について見てみると、表2．に示されているよう

に、1983年の研究会のものと、1988年の全国児童相

談所長会のものとでは、後者が半年間の数字である

ことを考えれば、きわめて大きな差が見いだされて

いる。しかし両者間には虐待種別にも大きな違いが

あり、これは調査の対象選択、方法の違いに由来す

世＃の児竃と母性

るもので、頻度の差を云々するのは困難かと考えら

れるe

　これに対し、より共通した対象を取り上げており、

経年的にも比較できそうなのは、1983年の養護相談

表t．被虐待児の概念規定

被虐待児とは次のような状態にある児童をいう。

（ア｝身体的暴行

　親または親に代わる保護者による、何らかの外傷

（あざ、骨折、頭部外傷、火傷等）の残る暴力、ある

いは首を絞める、逆さ吊りにする、異物を飲ませる

等、生命に危険のある暴行。いずれもその暴行は反

復的、継続的で、通常のしつけ、体罰の程度を越え

ているものをいう。

（イ）保護の怠慢ないし拒否

　親または親に代わる保護者による、児童の健康と

発達に必要な保護や衣食住の世話の不足、または欠

如。結果として、栄養不良、心身の発育・発達障害、

極靖な不潔、放置による病気の発生等が見られたも

のをいう。

（ウ）棄児・置き去り

（エ）性的暴行

　親または親に代わる保護者による性的暴行、性的

いたずら。

（オ｝心理的虐待

　親または親に代わる保護者からの絶えざる非難、

拒否、無視、脅迫、他児との差別等の強い心理的な虐

待。結果として、日常生活に支障を来す程の人格の

歪み、情緒面（強い不安・怯え等）及び行動面（強い

攻撃性・習癖異常等）の問題を生ヒているものをい

う。

（カ｝登校禁止

　親または親に代わる保護者自身が強い被害意識等

を有するがため、児童は登校、登団が禁止され、家

に閉じ込められているものをいう。
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調査（推計で年間1．332件）と1990年の厚生省報告例

（年間1，384件）とであるが、予想に反してほとんど

差がないことが見いだされている。またごく短期間、

かつ限られた地域の統計ではあるが、一応同じ基準

で実施されている1990年と1991年での東京都におけ

る報告例の数字にもほとんど違いは見いだされてい

ないことを付記しておく。

　出現率については、欧米諾国と日本とでは余りに

も大きな差があることがしばしば指摘されている。
Nlレ

柏女らによれば、児童1，000人対虐待の件数がアメリ

カ39．0、英国3．42に対して、日本はわずか0．e49に過

ぎない。この相違の原因として、柏女らは社会的関

心と制度的対応の相違とともに、前記した定義の相

表2．わが国での虐待問査の結果

一

『一．年　　度

一

　　1983年
一一
1988年

調査主体 児澄虐待調杢研究会 全国児童相談所長会

期　　間 1年間 6ヵ月間

虐待種別 報告件数 報告件数

身体的暴力

棄児置去り

保護の怠慢・拒否

登校禁止

性的暴行

心理的虐待

その他

223

111

46

34

　2

275

229

391

28

銘

68

計 416
1，039

4

違、及び発見・通告、介入・保護システムの相違を

あげているが、それにしても余りにも大きな差と言

わざるを得ない。恐らくは、発見・通告システムの

違いtgよるところが大きいと考えられる。

　背景及び原因

　児童相談所等で取り上げられる虐待ケースについ

ては、前記したように実際には必ずしも増えている

とは言いきれないが、同じく前記した電話相談に見

るようなより軽い、潜在的、予備箪釣なケースは、ど

うも以前より増えているように思われるし、それら

に寄せられる関心も明らかに高まってきた．しかし

ここで、児童相談所で遭遇することの多い、いわば

重いケースの場合と、潜在的な、より軽いケースの

場合とでは、その発生機制は少しく異なっているこ

とを指摘しておきだい。

　まずは重いケースの場合、虐待者側の精神的な問

題がしばしば指摘される。全国児童相談所長会の調

査によれば、虐待者自身、明らかな精神疾患に罹っ

ていたり、知的能力が低かったり、性格的な偏りを

有していたりといった、もともと精神的問題をもっ

ているものがきわめて多い。その上、かれらを取り

巻く環境上の問題も大きく、子どもにとっての父母

や家族間の不和が積み重なっていたり、経済的な問

題が加わったり、さらには職場内での問題等でその

解決ができず、結果として虐待者自身ノイローゼに

なったり、アルコールに走ったりしている。かくて

何らかの精神障害を有していると考えられるものが



全体の6割にも達している。恐らくは、その精神的

弱さによる葛藤や不満が、さらに弱い子どもに向け

発散され、虐待をもたらしている、と言える例が大

変に多いように思われるのである。

　また悲しい現実として、虐待者自身の生活歴に、そ

の親から虐待されてきたというものが少なからず見

られることが、多くの調査報告で指摘されている。

虐待についてという以前に、子育てについての意識

が低く、そして暴力に対して不感症的になっている

と考えられ、まさに虐待の再生産をもたらしている

と言える例がある。

　さらに少なからざるケースでは、もともと望まれ

なかった妊娠・出産であったため、生まれてきた子

どもにどうしても愛情がもてず、それが虐待に発展

するといった場合もある。

　一方、子ども側にも種々の問題が指摘される。

　医療機関の報告では、被虐待児には未熟児や双生

児の率が大変に高率である。そして双生児の例で見

られるように、発育上、健康上の問題を有するもの

のみが、虐待される結果になりやすいと言う。言わ

ぱ、育ちにくい子どもが虐待されやすいこととなる。

　一般に、虐待ケースの身体及び精神発達は明らか

に遅れているものが多いことが示されているが、そ

の中には遅れがあるために虐待され、2次的にさら

に遅れが進むものも多いと考えられる。

　問題行動についても同様のことを考慮すべきであ

ろう。虐待による問題行動の発現、問題行動の故の

虐待、それらが相互に絡み合っての虐待の進行と問

　　　　　　　　　　　　　　　世＃の児童と母性

題行動の発展という機制である。

　これちの親の場合、自らの行為に対する反省（病

識といってもよかろう）がごく乏しいことが特徴で

ある。

　これに対し、潜在的ケースの場合は、むしろ行為

への病識は強いことが多い。そして医学的にはノイ

ローゼと見なされる例が多いように思われる。すな

わち、生まれてきた子どもを何とか健やかに育てた

いと努力するのだが、それまでに子どもと接したこ

とさえなく親になってしまって、自らの育児経験の

乏しさから自信を失い、それが自らにとっても、子

どもにとっても、好ましくない対応であることを承

知しながら、ついつい厳しく当たったり、叩いたり

してしまっこととなる。

　かれらの訴えとしては、子どもの養育に手がかか

る、泣いてばかりいる、なつかない、食物を食べな

い、おもらしばかり、反抗がひどい、等が多いが、要

するに育児のストレスである。

　かれらはしばしば子どもは可愛いもの、なついて

くれるものという先入観をもっている。しかし現実

の子育ての中ではそれが思うように進まず、中でも

現在の高学歴社会に参加するたthに、成績を良くし、

塾に通わせ、習いごとを、といった親側の期待、そ

れが思うように進まないことからの親の不安反応で

あると解されるのである。

　このような場合の父母閲の葛藤の意義も大きい。

父が家庭を顧みない、子育てを母一人に押し付けて

いる等は、専業主婦のみならずしばしば訴えられる。
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　このように考えてくると、今の児童虐待、特に潜

在的なケースの発生には、現代の社会環境の影響は

きわめて大きいと考えざるを得ない。日く、少子化、

女性の社会進出、高学歴化、高次産業化、父母の役

割混乱等である。

　となると、数字の上でははっきりと指摘できない

ながら、今後虐待はますます増えるといったことも、

単に杞憂とはすまされないように考えられる。

　予防に向けて

　本来虐待発生の予防としては、子育て一般につい

ての啓発活動が志向されなければならない。そして

まず親の育児意識をいかに高めるか、育児の技術を

どうやって身につけさせるか、育児に関して家族内

でどのように協調してゆくかなどが検討されなけれ

ばならない。これらは、前記してきた社会環境とも

深くかかわってくる事柄であり、広い角度と長期的

な展望の下での対応が求められる。

　現実的に大切であり、かつ緊急に整備しなければ

ならないのは、早期発見のシステムであろう。欧米

に倣って、通報の義務化を行うことも検討されるべ

きかもしれない。しかし、欧米とは異なる育児意識

の中で、その義務化がもたらすプラス面、マイナス

面のあることを承知しておかねばなるまい。

　むしろ必要なのは、子どもに日頃接している人ぴ

とが虐待の事実を早期に発見し、それにどう対処す

べきかを周知させることである。

　残念なことに、児童福祉法第25条に謳われている

6

通告義務は、一般の人にはほとんど知ちれていない

ことがある。第25条では、罰則規定がないことも問

題かもしれない。少なくとも、児童の福祉、教育、

保健医療にかかわる人ぴとには、虐待の事実を把握

した場合の通告義務をはっきりと課し、免責条項と

ともに、罰則をも規定するといった法改正を検討す

べきと考える。

　なお発見については、一般かちの相談がもっと気

軽に行われるよう、施策化も考慮されよう。地域に

子育て不安に対応してくれる相談の場を数多く用意

するとともに電話相談の充実を図る、等である。

　対応のシステム

　発見されても、その後の対応のシステムが整備さ

れなければ実効はあまり期待できない。

　現在わが国で、虐待に対する法的対応は児童福祉

法に基づき、図Lに見るように形式的には一応整備

されてはいる。しかし、それらは関係機関等に必ず

しも周知されてはいない。

　例えば、医療機関で虐待ちしき事実が発見された

場合、実際にはどう対応すべきかがわからないまま、

帰宅させた後の再発を心配しながらも退院させてし

まう例が少なくない。学校でも、虐待があるのでは

と考えながら、どうにも対処できないでいる場合が

多い。少なくとも虐待の第一発見者になることの多

い福祉、教育、保健医療等の関係者、関係機関には、

虐待発見の際にとるべき対応について、研修その他

で周知徹底を図っておくべきである。



　児童相談所では、今までにも多くの虐待ケースに

対応してきているが、その経験からは、虐待例の対

図1．わが国の児童虐待に関する法制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母E

応には複数の関係機関の協働が要求されることが多

い。児童相談所を中心として保健所、医療機関、福

児童虐待の発生

保護者等かちの相談

　　（法第15条の2）

通告
（法第25条）

児童相談所による調査、判定、指導、一時保護

　　　（サービスの提供、法第15条の2）

児童相談所長、都道府県知事による措置（法第26条、27条）

（1）訓戒、誓約

（2）児童福祉司、児童委員、社会福祉主事等による指導

（3）乳児院・養護施設等入所、里親・保護受託者委託

（4）家庭裁判所送致

〔立入り調査、強制権有（法第29条、第62条第1項））
　　　　　　　　　↓

（1）保護者が親権者、後見人であるときは家庭裁判所の承認を
これによっても児童の

得て養護施設等への入所措置
保霞が図れない場合、

（2）保蔑者が親権者、後見人でないときは児童を親権者、後見
親権の濫用が著しい場

人に引き渡し。
合等には、親権者の規

ただし、そのことが不適当な場合は、家庭裁判所の承認を
権喪失宣告の請求

得て養護施設等へ措置

（法第28条第1項）
（法第33条の5）

（拍女らによる．一部改変，
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祉事務所、学校、教育委員会、警察、ときには児童

委員、保護司等が十分に連携し、チーム活動を行う

ことが必要になる。

　残念ながら、このような活動に対する適切な手引

き書はまだない。上記の発見システムとともに、緊

急介入を含めた対応のマニュアルづくりが差し迫っ

た課題であるといえよう。

　なおそのような機関協働の際に中心となるべき機

関は、ケースの実態に応じて決められるべきである

が、常に関与しなければならないのは児童相談所で

ある。法的に権限が認められている唯一の行政機関

であるからである。

　しかし、児童相談所が有している権限はごく弱い

ことも指摘されよう。安全確保の上で家庭から離し、

施設への入所が必要と判断されても、親権者が反対

すれば強行できないという規定がある。その際、児

童福祉法第28条により、家庭裁判所に申し立て、そ

の承認審判で施設入所を行うこともできるが、実行

するには、時間がかかる、事実の確認がむずかしい、

また例え承認されたとしても実行がむずかしかった

り、引き取り要求には対抗し難い等の理由から、多

くの例で在宅のまま経過を見る、いや、見ざるを得

ない例が少なくない。先の児童相談所長会調査でも、

家庭裁判所の承認を求めたものは全1．039例中わず

か10例であり、施設入所が必要と判断されながら、

その約30％はやむなく在宅のまま経過観察中となっ

ている。

　児童福祉法第29条の立入調査も、実際に行うには

8

種々の困難があり、今までは有名無実の条文とされ

てきた観がある。しかし、ある意味で唯一の強制的

調査権であり、虐待についてこれからは大いに活用

されなければならなくなるかもしれない。となると、

その活用についてのマニュアルも必要となる。

いずれにしても実効のある対応策は現在はまだご

く乏しい、さびしい現状であると言わねばならない。

　おわりに

　以上、家庭内での親または親に代わる保護者によ

る虐待について述べてきた。しかし虐待は広く考え

ると、学校や施設、また地域での友人や知人、教師

や職貝による暴力やいじめ、心理的虐待等もあげら

れよう。

　そしてそれらの虐待がもたらす子どもへの影響と

しては、直接には心身発達の遅れや歪み、問題行動

の発現であろうが、長期的には人格の歪み、そして

再生産の率が高いことを考えると、やがてその子ど

もへの虐待の発生なども考えるべきであり、目の前

の子どもを救うことは、まさに予防的な対応にもな

る。

　今まで、日本では虐待などはあリ得ないことと安

易に考え、その対策の遅れてきたことを、改めて深

く反省しなければならない期に至っていると考える

ものである。

i参＃文献

注｛1）「児意育成研究J第IO巻「19921



社会福祉から見た

児童虐待

特 集

現代の児童虐待

東蹴園園長長舗董夫

　1．児童虐待で問われている社会福祉関係者の人権

　　感覚

　近年来、わが国においても児童虐待への関心が高

まってきている。しかし、社会福祉関係者の間にお

いても、児童虐待の実態や、これに対応する制度面

等の問題点が十分に理解されているとは言えない．

わが国で児童虐待への組織的対応を始めたのは、明

治42年に更生保護事業の先駆者・原胤昭による児童

虐待防止会であった。明治42年は1909年であって、

奇しくも米国における子どものための白亜館会議が

初めて開催された年である。大正11年（1922年）に、

日本救世軍の創始者・山室軍平も同様の組織活動を

始めている。

　これら先駆者の努力がやがて昭和8年（1933年）

の児童虐待防止法を生み、同法は昭和22年（1947年）

の児童福祉法に収敏される。こうした歴史をひもと

いてみるとき、人権思想が極めて薄弱だった戦前の

時代に、児童虐待防止運動を行うことは、現代では

想像もつかない苦闘の連続であったことを思い、両

先覚者とこれに参画した無名の人々の実践や運動に

改あて敬意の念を深ある。それとともに、現代に生

きる社会福祉関係者が、児童福祉に至大の関連があ

る児童虐待にどれだけ深い関心をもち、運動を行っ

ているか一、筆者自身も深い反省の念を禁じ得ない。

　児童虐待についての理解は、社会福祉関係者の間

でも一様ではないe例えば、わが国では、その発生

件数は他の犯罪等と同様に、先進工業国のなかでも

極めてわずかであり、社会問題化するに値しないと

する意見を聞かされることがある。果たして、そう

であろうか？こうした意見は、児童虐待についての

国際的研究の動向と、その根底にある人権尊重の理

念についての認識が不十分であること等からも発想

しているのではないだろうか。

　児童虐待の定義は、国際児童虐待常任委員会

（ISCCA、　Intemational　Standing　Committee　on

Child　Abuse）が示している①身体的暴行、②保護の

怠慢ないし拒否、③性的暴行、④心理的虐待（emo・

tioma1）の4形態を基幹にしている。ISCCAは加えて、

施設における不当な取り扱い、家族外における児童

の濫用・搾取、ポルノグラフィーと売春、児童労働

の搾取をあげるとともに、さらに加えて、家族外の

不当な取り扱いが生起し得る他領域として、薬物・

9



アルコール依存への誘発、マス・メディアの刺激、

児童向け広告をはじめ、医療、教育、住宅、司法等

々の各分野に発生する問題も虐待の範嗜に含めてい

る。「国連・児童の権利に関する条約」の関係条項に

もこの視点が反映している。

　翻ってわが国の場合の児童虐待への法的対応とし

ては、児童福祉法34条の禁止行為、学校教育法第11

条の体罰禁止、労働基準法の年少者保護、刑法の殺

人、傷害、遺棄に関する規定等が目立つ程度であり、

その法文も前近代的な表現が残されたままである。

これを前記ISCCAの定義と参照するときに、わ

が国法制度の児童虐待対応の後進性が明らかになっ

てくるのであって、その根底には子どもの人権に対

する決定的な認識の差があることを指摘せざるを得

ない。

　児童虐待を論ずるときによく引き合いに出される

のが、米国の年間270万件という膨大な児童虐待通告

件数である。この驚くべき数字は、米国社会の深刻

な病理的側面を描き出している。しかし、児童虐待

に対応する虐待の発見・通告者の保護、被害児童の

緊急保護、迅速な司法の審判、加害者にも弁護士が

つく法的保護、そして被害児童並に加害者の親等へ

の医学及び心理治療体制、また児童虐待についての

研究体制等々の法的・社会的諸設備があるからこそ、

こうした通告件数になってくるのである。であるか

ら、そこにある人権尊重への取り組みを学ぷことこ

そが肝要なのではないだろうか。

　社会福祉の諸課題は、究極において、常に一人の

人間の個別的問題の解決を援助することにある。児
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童虐待も同様であって、たとえ発生件数が少ないか

らといって放置すべきことではない。特に児童虐待

は、被害者が発言力が皆無もしくは極めて乏しい子

どもであること、家庭という社会の密室で発生しや

すいこと、さらに筆者の経験からも子どもたちは被

害を受けていても、容易に実態を話さないこと、虐

待の内容が悪質であればあるほど加害者が隠蔽し、

その発見が遅れてしまうこと等の特質がある。この

ことは、日本の児童福祉制度にみられる申請主義、

予防的及び早期発見・早期対応システムの欠落等に

深く癒着しているといってよいであろう。

　児童虐待への対応、それはソーシャルワーカーの

対象者中心主義の理念と実践の根底にあるべき人権

感覚がもっとも鋭く問われている課題である。

　2．児童虐待の実態把提と日本的特質の解明を

　児童福祉法による養護施設は、その役割規定（同

法41条）で虐待対応が明記されている唯一の福祉施

設である。もちろん、乳児院をはじめ教護院、障害

児施設等にも被虐待児が多く在所しているが、受託

児数からいっても、被虐待児受託の主流であるとい

ってよい。このことから全国養護施設協議会（全養

協）では、1979年と1984年の2回にわたって養護施

設児童の入所前の人権侵害状況を中心に、その実態

及び家族的背景等を調査し公表してきている。79年

の調査結果は翌年の厚生白書でも大きく取り上げら

れた。

　一方全養協では、法制度の改正の運動も行う等、

わが国の児童虐待対策の改善充実に取り組んできた



実績がある。最近では、1991年5月に東京で新発足

した「子どもの虐待防止センター」の全面協力を得

て、昨年6月に全養護施設を対象とした「児童虐待

に関する養護施設調査」を実施した。その結果は目

下集計・解析中で、残念ながら本稿で報告するに至

っていない。

　児童虐待は前述のように秘匿されやすく、従って

実態把握に困難が多いことから、児童相談所や児童

福祉施設を通じて行う調査は、わが国の児童虐待の

実態を知り、対策を講ずるための貴重な資料を提供

するものであり、これら調査の意義は極めて大きい

ものがあると思われる。また、大阪で1990年4月に、

東京で1991年5月に、それぞれ発足した虐待防止セ

ンターにおける「子ども虐待110番」の相談実績（電

話相談のみではなく、面接相談、出張相談等も行わ

れている）や、啓蒙活動及び研究活動にも期待され

るところが大きい。

　また、児童虐待への対応は、福祉分野をはじめ、

医療・保健、司法、教育、労働等の各分野の協力体

制の形成と、活発な連携と活動が必備の条件である。

そのうえ、国、地方自治体が行政の責任において民

間団体の機能を尊重しつつ、本格的な取り組みを早

急に行うことが必要なのではないだろうか。

　そうした取り組みを含めて、わが国における児童

虐待への対応に当たり、紙幅の範囲で、下記に数点

について、筆者の養護施設における現場経験を踏ま

えて問題を指摘してみたい。

　第1は、児童虐待病理の日本的特質である。

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

　児童虐待発生の家族的・社会的要因、形成機制等

については、ストレスの増大をはじめ、離婚による

継親子関係の増加、被虐待者の加虐者への転化、そ

の世代継承、虐待を受けることによってかえって一

時的に安定する中毒化現象及び後述の心的外傷後の

ストレス傷害等について、米国及び英国を中心とし

た臨床・研究諸報告により、国際的共通性はかなり

明らかになってきているものと思われる。また、介

入から始まる虐待の被害児並びに加害者としての家

族等に対する援助計画や方法についても同様のこと

が言えるし、本誌でも識者によって多く述べられて

いよう。

　このことを基盤に、わが国における児童虐待の特

　　　　せんめいか
質をより聞明化する必要がありはしないだろうか。

その1は、高学歴化社会としてのわが国における深

刻な受験戦争との関連である。虐待防止センターの

電話相談においては、被相談者としての母親の多く

は育児ノイローゼであり、その背景には、彼女たち

自身も、そして父親たちも総じて受験戦争の申し子

であることから、わが子の成長の判断基準に常に競

争意識が介在しているようである。そこには父親か

ら育児を一任されているとの責任感に加えて、祖父

母等親族からの厳しいまなざしも意識される等の重

圧感も重なって、育児ノイローゼが一層昂進されて

くる。

　その2は、父親の物理的、心理的不在である。こ

のことが母親の育児ノイローゼを一層昂進する要因

になっている。転勤者の33．5％が妻子を残しての単
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身赴任（平成2年度国民生活指標：経企庁）という、

他の先進工業国では考えにくい実態がある。休日も

社用ゴルフ、不動産が高額なための遠距離通勤によ

る家族と食事をともにすることの少なさ、その他父

親の育児参加の乏しさ、等々に加えて、地域コミュ

ニティーの崩壊も重なって、母親の孤立化をますま

す促進している。

　その3は、朝シャンプームに象徴されるように、

また化粧品や各種衛生用贔の開発と普及（紙おむつ、

口臭除去剤等々）によって、きれい好き・清潔好き

になってきた母親が、乳幼児の排泄の始末をいやが

る傾向の拡大であり、このことが結果として虐待を

惹起している。すなわち、排泄の処理をいやがる母

性行動が乳幼児の情緒を不安にし、排泄を遅らせ、

それによって母親のイライラが高じていくという悪

循環を起こし、激しい虐待となっていくのである。

筆者の経験から、乳幼児虐待のかなりの件数にこの

ような例が見られる。消費水準が向上する豊かな社

会がもたらしている問題である。

　その4は、現代日本の学校社会におけるいじめと

の関連である。いじめの陰湿化、残虐化、長期化の

実態は実情を知れぱ知るほど、その深刻さに驚かさ

れ、その解決方法の困難さにたじろがざるを得ない。

特に、日本青少年研究所の千石保氏が指摘するよう

に、生徒同士間でいじめを抑制する動きが全く見ら

れない日本的状況と、いじめは存在しない、発生し

ても正義の味方的存在があって生徒同士で抑制され

る米国の学校社会との彼我の差がもっ意味は深い。
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こうした日本的いじめ現象は、児童間の水平型虐待

そのものであり、児童の発達に与える悪影響は計り

知れないものがある。

　その5は、体罰容認の傾向が強い社会であること

である。前記のいじめ問題の背景には、筆者の経験

では、必ずといってよいほど、教員及び家庭での体

罰あるいは心理的虐待やネグレクトが併存している

と断じても誤りではない。このことは養護施設関係

者としても、自らの施設実践を深く顧みるべき事項

でもある。体罰が法廷で争われる場合になっても、

判例は体罰に寛容であり、司法当局者の甘さを指摘

せざるを得ない。

　その6は、日本人の国民性とも言える他者との面

倒なかかわりを避けたいとする心情である。すなわ

ち、社会正義が政界をはじめ、すべての分野で暖味

にされやすい傾向があることから、児童虐待につい

ての第三者通告については、たとえ法制度の整備が

なされたとしても、運用にはかなりの問題を残すの

ではないだろうか。

　さらにその7として付加すれば、1960年代以降の

育児思想との関係が挙げられる。すなわち、妊娠が

確認された妊婦に市区町村役場で母子健康手帳が交

付される際に、併せて無料で配布されていた副読本

“

赤ちゃん一そのしあわせのために。では、「赤ち

ゃんは初めからひとりで寝かせましょう。」と添い寝

はよくないとし、また、抱きぐせを防ぐためにやた

らに抱かないようにと記されていた。その副読本を

昭和60年（1985年）に至って、ようやく　「添い寝は



母と子のスキンシップのためにもよいこと」と大転

換するに至る。もちろん、前の副読本には、この他

に適切な指導内容が盛リ込まれているものの、そし

てすべての母親が添い寝を忌避したわけでもないで

あろうが、市販の多くの育児書も機械的な時間授乳

の勧め等を含めて、見方によれば、官民あげて、と

も言えるほどに誤った育児指導を普及させた実態が

あったと言っても過言ではあるまい。

　1960年代以降の医学、心理学の進歩により、これ

が1985年になってようやく是正されるのであるが、

このことは乳幼児時代に必要なスキンシップが十分

に与えられなかったことがその人間形成に悪影響し、

「人は愛されることによって人を愛することができ

るgの真理の反作用を受けた親たちを構造的に生み

出していなければ幸いである。

　以上、わが国の児童虐待問題を考えるに当たって

7点を挙げてみたが、この他にも不登校問題、子ど

もの自殺、嫁・姑間の軋櫟等々、考慮すべき特色が

あるであろう。こうした視点も含めて、児童虐待の

日本的特質を究めるところから適切な対応策が樹立

されると思うからである。

　第2は、心的外傷後ストレス障害（Post　Traumatic

Stress　Disorders、以下PTSD）について社会福祉

界で関心を深めることである。

　このことについて東京の子どもの虐待防止センタ

ー事務局長である精神科医・斉藤学博士が、児童虐

待とPTSDを結びつけて論じておられることから

教えられることが多い。PTSDは、社会福祉関係

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

者にとっては比較的耳新しい精神医学の用語である

が、大人の場合でも、戦場体験、愛するものの死、

その他強度のストレス体験が心の外f9　（Trauma）と

なって、数年後に大きなストレス障害を起こして反

社会的問題行動に及ぷことがある。

　児童の場合は、乳幼児期あるいはその後の発達過

程における被虐待体験が、思春期以後に爆発的な反

社会的または非社会的問題行動として現出すること

が多い。それまでに、適切な対応がなされなければ

高校進学の道も断たれたり、折角入学した高校を中

退することも起こりやすい。また、PTSDは顕著

な身体的虐待を受けてのみ起こるのではない。期待

されないで生まれ、棄児もしくはそれに近い状態に

おかれたり、あるいは施設養護において物心両面の

環境が相当に整備されていたとしても、PTSDは

程度の差こそあれ、発生しやすいと認識してよいの

ではないか。すなわち、ホスピタリズムの重症化し

たものとみてもよいであろう．

　施設養護は、子どもを親など保護者から引き離し

ての養育形態である。たとえ顕著な虐待がないよう

に見える児童の場合であっても、親など保護者から

引き離されること自体が子どもの情緒に与える悪影

響を思うとき、施設養護の対象児はすべて広義の虐

待を受けて施設入所したものと考えても決して誤り

ではないであろう。いや、そのような深い児童養護

観の基盤に立って、施設養護のもつ専門的機能を再

構築することも必要であろう。児童虐待への対応は、

虐待の加害者である親等への家族治療のあり方を含
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めて、施設養護の専門性向上のあり方についても深

い問題提起を行っているのである。

　3．養護施設関係者が、今すべきことは…

　児童虐待に適切に対応するためには、多面的施策

が必要である。その一環として厚生省が主任児童委

員制度の施策化を発表したことを評価したい。しか

し、現行法制の見直し、児童相談所の強化、児童福

祉施設の機能面の充実、福祉・教育・保健・司法・

労働等各分野とのネットワークづくり、啓蒙活動等

々取り組むべき課題は究めて多岐にわたるが、根底

に冒頭で述べた子どもの人権を真に尊重する哲学が

必要であることを重ねて強調したい。そしてこの原

点に立って、筆者がかかわっている養護施設を中心

に、紙幅の都合上、2点についてのみ述べてみたい。

　第1は、児童福祉施設最低基準並びに同基準を維

持する措置費交付基準の抜本的改善である。特に、

職員配置基準はおよそ経済大国のものではない。先

進工業国の職員配置は、児童定員と同数またはそれ

以上が一般的であるのに、未だに児童指導員と保母

を通じて児童6人に1人を根幹としているケアワー

カー体制、心理職、スーパーバイザー及び嘱託精神

科医の配置等が考えられていない配置基準で、しか

も労働時間短縮を迫られている実態は早急に改善さ

れなければならない。

　また、児童暦室面積にしても1人当たり2．47miの

戦後基準そのままであり、カウンセリング、スポー

ツ、文化等、子どもの発達や治療的養護に欠かせな
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い設備等も考慮が払われていない現制度は早急に見

直されなければならない。さらに、最低基準を維持

するための措置費にみる人件費並びに管理費の低水

準も是正される必要がある。

　第2は、内側の問題としての施設関係者の養護実

践の見直しである。特に、体罰という名の虐待は絶

対にあってはならないはずであるのに、灰聞するこ

とが絶たれない。また、悪質ないヒめも絶無とはい

えない。もちろん、前述の職員配置基準では、管理

性の強い養護実践に陥りやすいこともあろう。しか

し、起こしてはならないことは、どのような条件下

にあっても起こしてはならないのである。酷薄な入

所前の生活歴をもつ子にどうして体罰が必要であろ

うか。

　被虐待児童の入所ケアに対応すべき養護施設が、

市民社会に果たすべき役割は極めて大きいのに、今

抱えている運営上の諸課題は非常に深刻であリ、そ

れ故に閉鎖を余儀なくされる施設も現出している危

機的状況が進行しているのである。

　児童にとって最善の利益を第一にと謹っている「児

童の権利に関する条約」批准を機に、被虐待児童と

その家族のために、養護施設関係者が、児童虐待に

ついて適確な認識をもち、対応策が少しでも前進充

実するように、実践を基盤に研究、研修、そして運

動すべきときが到来しているのである。
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児童虐待と精神医学
特 集
現代の児童虐待

　　　　　　　　　　　　　　　いけ　　だ　　よし　　こ

東＃・k￥ti会蜘齢融酬搬池田由子

　はじめに

　昨年5月に米国東海岸を訪れた際、児童虐待の関

係者を訪問したが、この問題がますます巨大な社会

問題となっていることを痛感した。1992年度の米国

General　Accounting　Officeの報告では、年間児童虐

待報告数260万人、そのうち100万人が確認され、年

間死亡が1，200人、重度障害が16万人という数であ

り（図1．参照）、その対応に苦慮しているという。

　児童虐待は周知のごとく純粋な医学的疾患ではな

く、社会・家庭・心理・文化・法律・福祉など、さ

まざまの領域のゆがみを含む広範囲、かつ文化の価

値規範のからむ微妙な問題であ

る。19世紀にすでに被虐待児の

折かん死などがジャーナリズム

で報道されているが、その対応

は慈善・児童保護団体によるあ

いまいなものであった。

　児童虐待が明白な事実として

実証されたのは、放射線医、小

児科医の地味な報告の積み重ね

による。1906年に小児のX線撮

影が米国で行われ、1946年Co・

ffey，　J．が硬膜下出血と長骨のX線撮影を、1955年

Wooley，　P．がX線で見られる小児の外傷の多くは故

意によるものだと報告、小児科医Kempe，　C．　H．は

1961年に学会のシンポジウムで発表、1962年に米国

医師会雑誌にいわゆる「殴打された子の症候群batter－

ed　child　syndrome」を詳しく記述した。

　今回私に与えられた主題は、精神医学の立場から

の児童虐待の理解であるが、米国や英国では虐待研

究のパイオニアや指導者は主に小児科医であO、国

際的研究センターの所長や学会会長も小児科医であ

る。私の個人的交信者の過半数は、小児科医か小児

図1．米国における児童虐待の報告数
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科関係者である。もっとも彼らは「社会小児科医」

とか、「社会・心理・小児科医」と唱えていることが

多い。児童虐待に関する声明や提言も、世界小児科

学会、米国小児科学会が行っていることが多い。

　1992年8月にJohns　Hopkins大学の精神科医

Park，G，は、精神医学が「児童精神衛生におけるこ

の疫病」に対し、無関心で怠惰であることを警告し、

児童虐待防止のもろもろの連盟に小児科、心理、福

祉、司法などの専門家が加わっているのに、精神科

医は一人も入っていないことを慨嘆している。精神

科医が消極的な理由は、Freud，　S．のエディプス・コ

ンプレ・7クス理論の影響のゆえと言われる。Freudは

「親を憎む子ども」の視点から考え、「親から子ども

に向けられる敵意」を除外した。

　Freudは、親による子どもへの性的虐待や身体的虐

待の可能性があり、「夢判断」の執筆と同じ時期に、

ウィーンで2人の幼女の折かん死事件が相次いで起

きたにもかかわらず、親の虐待による外傷的体験は

幼児期の子どもの空想に過ぎないとした。

　精神分析理論の影響の大きかった米国では、精神

科医は児童虐待、ことに性的虐待の存在に長く懐疑

的であり、1962年にCormier，　B．が報告するまで、

あるいはその後も極めて稀有な現象、あるいは子ど

もの偽りの告発と考えていたのである。

　わが国では、精神分析理論が精神医学界の主流を

占めることがなかったので、精神科医は児童虐待に

関して、客観的、公平な立場をとることができた。

特に、児童精神科医は児童福祉との関連、例えば、

ホスピタリズムの研究や、児童相談所の養護相談や

保健所の乳幼児健診の現場の仕事から、その存在を
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知り、児童虐待の啓蒙や専門家の訓練などに役立っ

てきた。

　実際にどのような場面で精神科医が関与するかと

いうと、実にさまざまである。多くの場面で他の職

種の専門家（小児科医、救急医、看護、保健、保育、

教育、福祉、心理、司法、社会など）との協同作業

であO、臨床場面では児童虐待に関心を持つ小児科

医の仕事と重なっていることも多い。治療、診断、

予防、訓練、啓蒙などの領域であるが、精神病理的

障害の重い事例を分担することが多い。総合病院の

精神科て働くか、単科精神病院か、保健所・児童相

談所・家裁・幼稚園・保育所・学校・養護施設・少

年院などのどの施設でコンサルテーションの役割を

果たすかなどで、接触する虐待する親あるいは被虐

待児のタイプが異なってくる。

　日本でも外国でも経済的に貧しく、生活保護を受

けている家庭の事例が浮かび上がりやすい傾向があ

る。また、自分の接しているような事例が虐待の代

表例だと一般化する傾向がある。身体的虐待にせよ、

性的虐待にせよ、まだ解明できない数多くの謎があ

ることを関係者は心すべきであろう。

　児童虐待をする親

　家庭内児童虐待の中で精神科医がまず関与したの

は、身体的虐待をする親の精神病理であるcSteele，

B，及びPollock，　C．　B．（1968）．らは、60家族にテス

トや面接を行ったが、結果は次のとおりであった。

　年齢は18～46歳だが、大部分は20歳代で、性別は

大多数が女、つまり、母親である。学歴は小学校卒

から大学院卒まで、宗教もさまざま、IQも73から



130までだが、大部分は平均値。性格傾向もいろいろ

だが、2例は精神病的状態であった。共通事項とし

ては、80％は女性としての同一性障害があり、母親

との同一化、内在化に失敗していた。この調査対象

では人種としては、アングロサクソン系の白人が主

で、黒人は1人しかいなかった。

　その後、精神科医でもあり、法律専門家でもある

Grumet，　B．（1974）は、虐待の300家族の調査を分

析したが、経済的問題（90％）、不熟練労働者（71％）、

離婚（38％）のほか、52％が自分の親から拒否、虐

待されていた。この親から子へ続く虐待のチェーン

現象は、わが国の調査・研究でも確かめちれた。

　精神病の親による虐待

　精神科医がどうしても関与せざるを得ないのは、

精神病の親による虐待である。「鬼のような実母の犯

行」と新聞に大きく報道された九州の事件、32歳の

母親が5歳の三女を金槌でなぐって殺した事例は、

わが子に狐が葱いたという精神分裂病の妄想による

ものであった。全国養護施設協議会の調査でも、462

人の子どもが、父または母の精神障害または薬害に

より虐待されている。

　De　Francis，　V．やAdelson，　V．その他、精神病の

親にもっと注意を払うべきだという専門家は多い。

症状が進んで判断力が失われているのに、家事・育

児の責任をとらされている母親、あるいは精神病院

から退院して薬物療法を中断した父親が、子どもに

ひどい怪我をさせた例を私たちも経験したことがあ

る。病気としては精神分裂病がもっとも多いが、両

親ともに分裂病とか、あるいは父親が知的障害、母

　　　　　　　　　　　　　　　世界の児意と母性

親が分裂病という例もあった。母親の更年期のうつ

状態、心因反応としての精神病的状態、アルコール

依存、あるいは性格障害で自殺を企てた性的虐待の

父親など、さまざまであったが、まず親への治療が

優先した。また暴行に及ばなくとも、被害妄想に支

配され、子どもを室内に閉じ込めて学校に登校させ

ない父親や母親もいた、

　このように親の精神病理が著しく、入院治療が必

要な場合、配偶者や親族が寄りつかなかったり、協

力しなかったりして、関係者が困難を感じることが

多い。また、もっとも痛ましいのは、「折かん」によ

り子どもを死亡させたり、一生残る障害を与えた場

合の精神鑑定で精神科医が関係する場合である。し

かし、法医学者内藤が述べているように、精神鑑定

が行われる例は必ずしも多くはなく、また、起訴さ

れても保護観察処分になる例も少なく、中には刑期

を終え、すぐに再発を繰リ返す例さえある。

　福島、中田らの精神鑑定例は、いずれも精神病で

はなく、診断は性格的問題であるが、彼らの詳しい

鑑定記録は、児童虐待の動機を理解する上で有益で

あろう。

　被虐待児の治療

　電話相談による家族危機介入や自助グループにつ

いては、大阪、東京の児童虐待防止機関の活動の中

で報告されると思うので、ここでは精神科医が被害

児に直接かかわる治療を中心に述べてみたい。

　被害児と親の治療を単純化してみると、表1．の

ようになる。被虐待児の情報に接したら、関係諸機

関と連絡して子どもが殺されたり、一生残るひどい
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障害を受ける前に、子どもを直ちに保護すべきかど

うか判断しなければならない。家庭にとどめるなら

ば、訓練を受けた専門家の指導のもとに、親の機能

を強化することが大切である。子どもの年齢を考え

ず、すべて家族から引き離すことは、子どもにとっ

て新たな外傷となるので注意がいる。

　子どもが親の拒否によって、すでに対人関係や集

団内適応に問題を生じていることが多いので、精神

療法や教育指導のやり方は柔軟に行う。年少児であ

れば、遊びを媒介した精神療法を行い、保育園や学

校の教師と協力して対応する。治療者は子どもの退

行現象も認め、依存的欲求を満たし、「おとな」との

信頼できる関係をつくらせる。「もの」や他の子ども

に当たるような方法ではなく、自分の気持ちを言葉

で適切に表現できるよう励まし、欲求不満への耐性

表1．被虐待児と親の治療

1．子どもの保護

　●医療機関への入院治療

　●児童相談所での一時保蔑

　（施設、里親などを含む）

　●家庭での監督指導

2．子どもの治療

　●医学的治療・リハビリテーション

　●精神療法

　●敦育指導

　●デイ・ケアセンター

3．競の治療一親の機能強化と危複介入

　●精神療法・カウンセリング

　●薬物療法

　●硯の相互援動・自助グループ

　（㎞tA㎜隅Pmmt　united，拡×家族センターなど1

　●福祉的援助

　●緊急電話サービス（ホットライン）

　●観の入院治療

池田由子「児宣膚待」（中公新書｝
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や現実吟味の能力を高めるようにする。攻撃的な親

への同一化ではなく、一応バランスのとれた治療者

の「超自我」や「衝動を統制する能力」を“取り入

れ“させるようにする。

　子どもが治療者と教師との信頼すべき関係をつく

り出すには時関がかかる。遊びや絵や手芸・工作な

どの媒体が彼らを引きこもりから引き出すこともあ

るし、デイ・ケアセンターや保育所の小グループへ

の参加が、子どもの社会的生活能力を増すこともあ

る。子ども側に親の虐待を誘発するような問題（夜

尿、漏糞、盗みなど）があれば、その対策を考える。

治療に当たって注意すべきことは、次のようなこと

である。

　まず、子どもが安心して治療場面に親しむには時

間が必要で、忍耐がいる。子どもを安心させるため

恒常性、連続性を保つこと、また子どもの退行的な

行動を受け入れるが、他方適切な制限をおくことも

必要である。個々の子どもにあった治療計画をつく

ると、子どもは安全を確認し、治療者を何度も試し

たあと、次第に自由に動き始めるe

　子どもを家庭から離さず治療をする時は、治療の

方針を良く親に説明する必要がある。デイ・ケアセ

ンターなどで長時間子どもをあずかると、親の養育

の責任は軽くなるが、精神的に幼稚だったり、「子ど

もは親に絶対服従すぺきだ」と思い込んでいる親は

嫉妬したり、親の統制がきかなくなることをおそれ

るからである。

　被虐待児は、直接的間接的自己破壊行為を示すこ

とが多い。また、「親の像との分離困難Jを示すこと

もある。治療者の休暇、治療の終結、病院からの退



世界．『‘．巳阜と母苦：

院なと．で、急性分離’f；安を．起こすことが．よくある．

被虐待児がようやく心を閏き始めた教師や保母のち

ご．．．とした叱責で、日殺をはかることなどはその．

例である　治療技法としては、精沖病的な子どもに

パξ二た’i．真重Xカ・・必要なことカ｛多い，

　外傷後のストレス障害

　硬膜ド川」血、昏腫、火傷、全身衰弱などの形とな

て現れる身体的虐待やネク「レクト：フ、小児科医や

救急外来医がます接触することか普通だが、体の傷

が目Cs；たない心理的lem‘）tio【laレ虐待や性的虐i与は、

その後遺症てある外傷後のストレス障審とともに、

精沖科医の意見がごiミめられることが多い　Lかし、

性的虐待ア・場合は、婦人科医と協力Lても診断か因

難なこともある．それは性病感染．のようt；　tlAらかな

証拠かあればともかく、臨康的所見に乏Lいことに

．よる　多くの症状が非特異A：Jで、しかも十どもの発

達段階によリ異な．ッている　その存在に疑いを持っ

ている　・般IN｛）［矢師も多」．t．．

　また、他の虐待と異なり明・’〕かな暴力が認められ

す、規二り権威、説得．わいろ、懐柔などヒともに行

われ、　1二どもが被害感を持．たす過ぎてしま一．，たリ、

年齢の幼い場ζアは混乱、困惑Lたまま受け入れてし

まうカ・らであろ．さらに最近診断を困難にする一1日

ヒLて、片ノ∫の親が、f’どもか性的に虐待されてい

ると申L立てている場合、そ／1）親と加宮者の親か離

婚からみで．∫．どもゾ）監護や訪問の権利をめぐ．．．．て争

・．・ている例がしばLは．観察されるからて．ある．

　一般に赤の他人か】回だけ性的虐『寺を行った場合

や、暴力や脅迫を使．．　ttた場合には、∫・どもから報．告

さILやすいか、家族である加害者か継続的に行つた

とき；まなカ・なカ・現2．〉才しにくい

　Becker，　J，　11991，　ら：ま、　ネ）乏：1：りtク｝2uQ・6（よ亨［tt：1．」こカ‘

なく．21％は第1回の面接で（まなにも症状を示さな

い、と述べた　予後についてもいろいろの意見があ

リ、SOd？，6は　’r，t”［［］旨夏r「るとカ＼60《）も：ま「台」寮にfl’　LLIし

身体的虐待の結果、頭部を骨折した6ヵ月の女児

頭部単純Xξ剰象．

昔折鞍 脳

実

質
内
出
血

心理的虐待の結果、抜毛癖になり、

　脱毛状態になった5歳の女児
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てよくなるが、10％は悪化する、などと言われてい

る。いずれにせよ、性的虐待の実態がまだはっきり

と把握されず、今後の研究や調査に待っ部分が多い。

　被害児の現わす症状は、一般に非行、家出、放浪、

異性不純交遊、売春、薬物依存、アルコール依存な

どの反社会的問題や、不安、抑うつ、不眠、恐怖、

気分の動揺、集中困難、低い自己評価、身体的愁訴、

摂食障害、女性としての同一性障害、境界例症状な

どで、さまざまの精神医学的症状を示す。

　　　　　　　サ　　　　　　　コ　　　お

　注目すべきは解離症状である。少女小説「ジリー

の庭」では、主人公が「空想への逃避」という形を

とり、ジュリアナという妖精の女王が醜い獣に襲わ

れるという物語をつくり出す。ひどい目に遭い、苦

しむのは自分ではなく、空想の主人公であるとする

のは、子どもを脅かす外傷から逃げようとする機制

による。この機制の結果、離人症、現実感の喪失、

健忘、二重人格、多重人格などの症状が起こるe解

離された体験は悪夢や夜驚や幻覚として再体験され、

パニックとなる。

　性的虐待の被害者（サパイバーズと言う）は、一

般人の自殺企図5％に対し、20％と高く、また一般

人の8倍も精神医学的症状を持つと言われるe

　近年、サバイバーズが集まり、その体験を自ら表

明し、自助グループをつくる動きがある。自ちも被

害者である、近年来日した人類学者Raphael，　D．な

どが米国の指導者の一人である。この運動がどのよ

うに発展してゆくか、今後の課題であろう。

児童精R医学会の声明

小児科学会に比べると数は少ないが、米国児童精
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神医学会も1986年に、児童虐待の調査や証言に関し

て児童を保護するための声明を出している。法廷の

雰囲気や手続きが児童に新たな外傷とならないよう、

面接回数を制限したり、面接者は適切な訓練を受け

た専門家とする。必要に応じて児童精神科医が児童

を援助し、裁判所のセッテングやスケジュールを児

童にとって快適で、親しみやすいものにする。例え

ば、法廷でなく判事の執務室で証言したり、排泄や

おやつのための休み時間を設けたり、子どもサイズ

の家具、人形など、コミュニケーションを助ける贔

を置く、などである。また、加害者を見ないですむ

ような設備とか、裁判の中で虐待の審理手続きを早

くするとか、児童精神科医が警官や裁判関係者など

の訓練をするとか、その他である。

　しかし、性的虐待の国際会議の討論を聞くと、法

廷での手続きにはいろいろ解決すべきむずかしい問

題が多く残されており、専門家の証言あるいは子ど

もへの質問のしかたで、加害者が無罪となることす

らあり、わが国でも今後法律改正とともに、研究す

べき課題である。
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法から見た児童虐待
特 集
現代の児童虐待

　　　　　　　　　ひ　　ぐち　のり　　お

鯨大轍学緻授樋口範雄

　L児童虐待と法の役割一第1の事例

　わが国における児童虐待の現況については、本特

集の中で他の方が書かれるであろう。本稿は、児童

虐待に対し法が何をすべきか、何ができるかに焦点

を絞って論ずる。

　まず、問題点を明確にするために、現実に児童虐

待と法がかかわった最近の事例を二つ見ることにし

よう。

　第1の例は、厚生省児童家庭局監修「児童相談事

例集・第20集」313頁以下（1988年）に掲載されている

ものである。そこには、1984年から86年にかけて児

童相談所が扱った中学2年の女子生徒のケースが紹

介されている。彼女は小5のときから実父による性

的虐待を受けていた。父はアルコール依存症とされ、

母にも精神病院への入院歴がある。・小6の時に両親

は離婚しており、父が親権者となっていた。

　このケースは、挺年の6月、彼女が母親に、父が

酒を飲んで暴れるだけでなく、性的虐待の事実もあ

ることを打ち明けたことから発覚した。母は娘の中

学校と福祉事務所へ相談し、福祉事務所では、娘と

もども母子寮に緊急一時保護し、さらに別の居所を

見つけた。その段階で、福祉事務所から連絡を受け

た児童相談所が、以後、ケースを受理し適切な処遇

をはかるべく行動することになった。

　だが、母はこれらのことで疲れ果て、精神に変調

を来たす。長期の入院となれば娘は施設入所を必要

とするが、それには父の同意が必要であり、父に居

所を知られたくないためにそれは不可能である。そ

こで渋る叔母を説得し、引き取ってもらうことにな

った。その後も、父が叔母宅に押しかけてくる危険

が生ずると娘を一時保護をしたり、母が退院できる

ようになると定期的な在宅指導をするなどの努力が

続く。

　児童相談所では、母子の生活の精神的安定と将来

また施設入所が必要になる事態に備えて、この段階

で、父から母へ親権者変更をしておくことが適当と

判断した。そこで家庭裁判所へ申し立てをすると、

家裁の調査官から、むしろ親権喪失を申し立てるこ

とを示唆される。親権者としての母の能力にも疑問

が出され、父の親権喪失宣告の申し立ても児童相談

所長から行ったらどうかという打診がなされた。だ

が、児童相談所での処遇会議では、母が親権者とし
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て不適当であるとは必ずしも言えないし、また児童

相談所長から、親権喪失宣告を申し立てることもた

めらわれる、とされた。

　その結果、母から申し立てをするという形で手続

きが開始され、3ヵ月余を経た85年2月に家庭裁判所

で親権喪失の宣告決定がなされた。父は逃げ腰で審

判にも出頭しなかった。翌月、叔母が後見人に選任

される。娘は母と一緒に暮らしていたが、その後も、

転校先の中学校での娘自身の問題行動や短期ながち

母の入院などが起こる。しかも、母は結局父と連絡

し、最後には父との3人の生活が復活する。娘は父

を恐れて、叔母宅に身を寄せるが、その際に「こん

なことなら、いったい何のために親権喪失の裁判を

したのか」と問うのである。ただし、この記録は、叔

母宅でようやく安定した娘が順調に登校し、86年春、

中学を卒業して住み込みの就職をしたというところ

で終わっている。

　2．第1の事例の法的検討

　以上、簡単に紹介したこの事例からは、ケースワ

ー カーの方たちの並々ならぬご苦労がうかがわれる

が、法的見地からみると少なくともいくつかの問題

点を抽出することができる。もっとも、書物に記録

されたことだけからではわからない部分も多く、あ

るいは誤解や、実態を知らない空論を展開する恐れ

も強いが、以下、それらをあえて列挙し、その後に

簡単にコメントを加える。

①もっと早期の発見は可能でなかったか。あるいは、
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法は早期発見のための手段を十分に用意しているか。

　●児童福祉法25条は、「保護者のない児童又は保護

　者に監護させることが不適当であると認める児童

　を発見した者は、これを福祉事務所又は児童相談

　所に通告しなければならない」と定める。しかし、

　この規定には罰則がなく、しかも誰でも通告しな

　ければならないということは、みんなの義務だと

　いうことであり、みんなの義務だということは、

　裏返せば往々にして誰の義務でもないということ

　を意味する。実際にも、この規定のおかげで児童

　虐待が早期に発見されているという話は聞かない。

②本件のような場合に親権者である父の目の届かな

いところに子を引き離すのは当然ではあるが、法的

な意味で何ら問題はなかったろうか。

　●アメリカでは、緊急一時保護はともかく、それ

　が一時的といえない段階でただちに児童保護機関

　が裁判所に申し立てをし、その許可を得る手続き

　がとられる。児童保護機関の行動に行き過ぎがな

　いかをチェ・ンクするためであるが、児童保護機関

　にとっては裁判所による許可によってその行動が

　正当化され、権威づけられることにもなる。本件

　の場合は、娘は母と一緒であるが、母は親権者で

　はないから、アメリカ的に言えぱ、児童福祉機関

　が（非親権者による）子の誘拐に加担したことにも

　なりかねない。繰り返しになるが、司法手続きで

　その行動を正当化する必要があるとされ、裁判所

　もまた迅速に対応する。

③父から子を引き離すための手続きの一つが、施設



入所という形の措置である。だが、本件では父の同

意を得る必要があって、居所を知られたくないので

その手続きがとれないとされている。そのためもあ

って親権者変更を考えるに至るわけである。だが、

父の同意なく、居所も知られることなく、しかも正

当な手続きを踏んでそのような措置に出ることはで

きなかったのだろっか。

　●児童福祉法27条は、施設への入所措置をとる場

　合には親権者の同意を得なければならないと定め

　る（4項）。だが、28条は、保護者が児童虐待をし

　た場合には、その同意がなくとも家庭裁判所の承

　認を得て措置することができると規定する。実際、

　すぐ後で紹介する第2の事例はそのような手続き

　がとられたケースである。しかし、一般的には、

　28条で強制的な措置をとる例はきわめてまれと言

　われており、同意を得る努力がなされ、本件のよ

　うにそれが不可能な場合は困った事態になる。28

　条の規定の積極的な活用があってよいはずだが、

　それを阻む要因は何かが問われなければならない。

④本件の場合、民法834条に基づく親権喪失宣告の

手続きがとられ、宣告決定がなされた。この経過に

ついてもいくつかの疑問がある。

　第1に、親権喪失が重大であるなら、父の権利へ

の手続的配慮は十分なされたと言えるだろうか。

　●記載されたところからみると、呼び出しに応じ

　なかったということで、父からの直接の聴取は行

　われなかったように読めるし、父は審判にも欠席

　した。これもアメリカの話だが、親権剥奪の場合

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

　は、刑事手続きに準じて弁護士をつける権利を認

　めるべきではないかということが議論されている。

　第2に、本件の場合、宣告決定がなされながら、

後に結局それが意味のないような事態になり、被虐

待児が「あの裁判は何だったのだろうか」と問いか

けることになっている。

　●これは親権喪失宣告の法的効果が、日鴬生活の

　場面では機能せず、単に法的な宣告で終わってい

　ることを意味する。

　第3に、記録を見る限り、処遇会議はもっぱら子

の安全と生活の場の確保をはかるために開かれてい

る。父の更生のための相談は記録に現れてこない。

それを求めるのは余りにも実態を知らぬ者の空論だ

ろうか。

　●これもアメリカの話で恐縮でもあり、しかも必

　ずしも実態がそうだという意味ではないが、彼の

　国においては、家庭の再建がケースワークの第1

　の目的とされ、そのため親権剥奪の手続きをとる

　前に、父をも対象に含めた処遇会議が開かれる。

　一定の期間、例えばアルコール依存症の治療プロ

　グラムなどの機会を提供した上で、それでも親が

　更生しようとする意欲がみられない場合に強権的

　な手続きに入る。どれだけ親身なサービスが実際

　に行われ、その成功率がどの程度あるかは別問題

　であるが、少なくともそのような建前をとろうと

　するのは、それがフェアな手続きだと考えられて

　いるからである。もっともアメリカの親権剥奪と

　わが国の親権喪失宣告はその意義を異にし、わが

23



国のほうがずっと効果も小さい。例えば、親がま

ともになればわが国の親権喪失宣告は取り消され、

親権の回復もありうる。だが、それならわが国では

宣告決定後の父の処遇（父への援助）も考えるべき

である。

　3．児童虐待と法の役割一第2の事例とその検討

　もう一つ紹介するのは、「家庭裁判所月報」42巻12

号57頁以下（1990年）に登載されている事件である。

ごく簡単に紹介する。

　両親は離婚し、父と一緒に暮らす12歳の少年が被

害者である。父は教育熱心で、勉強に関して厳しく、

叱責する際に暴力に及ぷことがあリ、時には金属バ

ットで殴ることもあった。少年は90年3月家出をし

て警察に保護され、そこから児童相談所へ通告がな

された。児童相談所では事態を重視し、施設入所を

父に説得するが、父はいったん承諾書を書きながら

撤回し、強引に少年を連れ帰った。

　5月にまた少年は家出をする。友人宅を泊まり歩

くうちに父に見つけられ、傘の柄で頭を殴られて全

治10日間の負傷をする。警察から通告を受けた児童

相談所は、施設入所を再度説得するが、父は聞き入

れず少年を連れ帰った。

　だが、翌H、少年は警察に保護を求め、今度は児

童相談所は一時保護をし、施設へ委託する一方で、

児童福祉法28条に基づく家庭裁判所の措置承認を求

めた。申し立てが認容され、「当分の間は事件本人を

父から別れて生活させたうえ、徐々に親子関係の修
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復を図ることが必要」と判示されたのは7月6日で

ある。

　さて、このケースについても、以下、若干の問題

点の指摘だけを行う。

①児童相談所では、親もとから子を引き離して預け

る場として施設を考えている（第1の事例も同じ）。

だが、英米では、施設ではなく里親に委託するほう

が、よリ家庭に近い環境であるとして子の福祉にか

なうとされる。わが国でそれが実現できないのはな

ぜか（もちろん、子どもの年齢や家庭環境などによ

って、英米でも里親でなく施設で、とされる場合が

あり、これらの事例がそれに当たるなら差異はない

ことになるが）。

②これは前項の指摘と一部重複するが、「当分の間」

とはどのくらいで、親子関係修復のためのプランニ

ングはどうなっているのだろうか。さらに「当分の

間」が経過して修復もできなかった場合に、この子

はずっと施設にとどまることになるのだろうか。

③本件の場合、施設入所に関し、児童相談所は2度

父を説得し失敗している。その度に父は強引に子を

連れ帰った。その間に、子がもっとひどい重傷を負

っていたらどうしたのだろうか。全”mlO日間の傷を

負っても、連れ帰ることができるということは、も

っと重傷を負わないと、児童相談所は（あるいは他

の機関も）動けないということだろうか。

4．結びに代えて

私はかつて「アメリカにおける児童保護の法シス



テムと日本の法制度への示唆」（「ケース研究」227号

2頁、1991年）という小稿を書いたことがあり、わが

国の現状は、児童虐待かち子を保護するための法シ

ステムが十分に整備されているという状態ではない、

と指摘した。そしてその中で、児童保護のシステム

を四つの段階に分けて、それぞれの検討課題を論じ

た。四つの段階とは、下図に示すように、第1に、

児童虐待を予防するためのシステム、第2が早期発

見のシステム、第3に、子を暫定的に保護するため

のシステム、そして最後に子を最終的にどう措置す

するかのシステムである。

　本稿で例示した二つのケースについても、これら

4段階のそれぞれで問題を提起することが可能であ

り、これまで述べた疑問点をそのような形で整理す

ることもできる。だが、紙数もあらかた尽きたので、

前述のケースから抽出される最も基本的な問題点を

3点指摘して、結びに代えることにしたい。

　まず、本稿で紹介した二つの最近の事例、一方は

民法834条の親権喪失宣告が出され、他方では児童

　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

福祉法28条に基づく措置承認がなされた例は、いず

れも珍しいケースだといってよい点である。珍しい

ということが、わが国における児童虐待の希少性を

意味するならそれでよい。だが、そうではなくて、

民法や児童福祉法の利用を阻む要因が制度的にある

ためだとすれば、それを検討し取り除く必要がある。

　次に、今述べた点とも密接に関連するが、わが国

における親権の問題を改めて検討する必要があろう。

親権が強すぎて、十分な児童保護ができないという

のなら、親権概念自体を再検討する必要がある。現

在、法制審議会では婚姻法に関する部分の民法改正

が進あられているが、親子法についても近い将来再

検討することが期待される。

　最後に、しかしながら、児童虐待に関しては、虐

待するような親に厳しい制裁を、というだけではい

けないように思われる。十分な援助と手続的配慮を

前提とした法的介入でなければ、ジャスティス（裁

判・正義）の名に値せず、かつ子どもの幸福にもつ

ながらないからである。

児童保護のための4つの段階
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英国の児童虐待の
現状と対策

特 集

現代の児童虐待

　　　　　　　た　なべ　や†　み

微大学研獺田這泰美

　はじめに

　国連で「子どもの権利条約」が採択されて以来、

わが国でも子どもの人権問題が今まで以上に大きく

取り上げられ、児童虐待に関してもさまざまな領域

から対応がなされるようになった。しかし児童虐待

への対応システムが実際に整備されて機能し、何ら

かの成果が得られる段階にはほど遠いのが実情であ

ろう。一方英国ではすでに多数の虐待事件の報告書

が提出され、それに基づいて具体的な施策が実施さ

れており、また1989年児童法によt）新たな取り組み

が展開されている。英国の先駆的な取り組みは、今

後の日本における児童虐待への制度的・法的対応に

おいて学ぷところが大きいと考えられる。

　英国における児童虐待の分類

　英国では虐待を予防し再発を防止するために「児

童虐待防止登録制度」がある。児童が虐待を受けた

場合は必ず児童名が登録され、詳細な情報がインプ

ットされる。この情報は、児童が虐待を受けて家族

から引き離された時、「家族復帰計画」の進展状況や

家族に児童を戻す時期を判断する場合に利用され

る。また虐待を受ける危険性が高いケースも「虐待

の予防」という意味で登録され、当該家族にソーシ

ャルワーカーが関心を向けることになる。「児童虐待

防止登録制度」では、一般に児童虐待は以下のよう

に分類されている。

身体的虐待（phySica1　injury）：身体的な傷害で、その

傷害が加えられた（あるいは故意に避けようとしな

かった｝という明白な事実もしくはもっともな疑い

がある場合。

性的虐待（sexu垣abuse）：まだ自立しておらず発育も

未熟なために、性交渉に関する理解が不十分で本人

が同意納得して性交渉をもてる状態にないにもかか

わらず、一方的な性的交渉（淫行）を受けた場合。

放置（neglect）：健康及び発育に障害がでるほどまで

に、継続的にあるいは過度の放置状態におかれてい

る場合。

発達不良（fajlure　to　thrive）：過度の非器質性障害を

受けていると医学的に診断された場合。例えば、頭

髪の損失、貧粗な皮膚の色、循環器系の障害、著し

い成長の遅れ、などである（この概念は「放置」と重

複するため「放置」に含めてしまう場合が多い）。

心理的虐待（emotional　abuse）：行動や発育に障害が

でるほどまでに、継続した冷酷さ、敵意、拒絶を受
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けている場合。

重大な懸念（grave　concern）：虐待を受ける危険性が

高い場合。

　英国における児童虐待の現状

　表1．は1983年から1990年までの8年間、全国児童

虐待防止協会（National　Society　for　Preverttion　of

Cruelty　to　Chadren一以下NSPCCと略）の児童虐

待防止登録に登録された児童数とその虐待の種類別

による分類である。表Lより、この8年間で①登録

児童数が約3倍近く増えている②身体的虐待は実数

は多いが、全体の占める割合が3分の1以下になる

一方、性的虐待が実数及び全体の割合においても著

しく増加している③重大な懸念の占める割合が1990

年には45％に達し、虐待の予防に重点がおかれてい

る、ことがわかる。NSPCCが管轄する地域の児童数

表1．各年（19S3～1990）の登鋒児童数と．その虐待の種類別による分類（イングランド＆ウェールズ）

　　　　　一．．

1983年（％） 1⑨84年（％） 1蛎年r％） 1986牟． （％｝． 1鋤年（％｝ 1988年（％：） 1蜘年（％） 　　一19瞬（％T

身体的虐待 675（60） 7《汀（63｝ go9（57｝ 938（糾） 808｛35｝ 870（33） 982（27） 934（28）

性的虐待 51（5） 賠（9） 223（14’） 533（25） 臼0（28｝ 607（23．） 627（17） 498（15）

放　　置 62（6） 50（4） 鴛（5） 124（6） 126（6） 168（6） 278（8） 別7（7）

15（1｝ 34（3｝ 28《2｝ 46（2） 50（2） 41（2） 45（1） 28（D

心理的虐待 31（3） 18（2） 22（1） 41（2） 34（1） 51〔2） エ14（3） 75（2）

被虐待児総数 847（75） 907（81｝ 1．255（79） 1．682（78｝ 1．658《72） 1．779（67） 2．135（59） L864（55）

重大な懸念 278〔25） 209（19） 355（21） 461（2） 與7（28） 891（33） 1，457（41｝ 1．500（45）

登録児童殻 1．n5（100） 1，ll7（loo｝ 1、59］（100） 2，幽（100） 2β07（100） 2．672（100｝ 3．592（100） 　　　　．3，364〔100｝

＊出所：（ンe㎏h【肌SJ＆Noyes　P．　atild　Abuse　Trends　E㎎㎞1　aiKt　Wales　1993’1987，　NSPCq　19e9，　p．4及びCrdightotuS．J，（加d　Abuge　T㎜血

　　　E㎏㎞dand　wales　1988・199（）．　NSPCC，1992，　p．9より筆者力伽筆・修正を行うた．

表2．各年の登録児童数とその虐待の種類別による分類：全国規模に換算（イングランド＆ウェールズ）

’

1983年 1984年 1蹄
　　　　．1986年． 1987年

「　1988年
1989年

一

1990年　　　　’

身体的虐待 7，100 7，500 9，800 10，400 9，〔刃o 9，100 10，500
101100　

0
1
1
6
歳
一
　
　
　
　
1

性的虐待 ㎜ 1，560 3，000 6，400 7，200 6，200 6，600 5，300

登録児童数 11，900 11，800 17，loo 23，goo 25，700 ”．㎜ 36，300 34，700

身体的虐待 4，300 4．剛 4，200

o
－
4
歳

性的虜待 し蜘 工，600 蜘

登録児童数 12，900 17，000 15，600

身体的虐待 ㎜
450 700 800 930

即 蜘
800

15

1
1
6
歳

性的虐待 加 鋤 蜘 1，100 1，140 蜘
700 800

登録児童数 蜘
700

1，100 2，000
2v200 1，goo 2．a）0 2，200

牢出所：Q㊥㎞．S．］＆Noyes　P，　op．　ciし，　p．6及びCteightOn．　S．　J，　op．dL　p．　14より頃者が加筆・修正を行った．

　　　「0～4」歳の登録児童数の田査は．1988年より実施された．
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はイングランドとウェールズの全児童数の約10％に

達し、全国レベルで被虐待児を予測するのに十分な

数字であり、全国規模に換算し直したのが表2．であ

る。ユ990年には児童虐待防止登録に約35，000人の児

童が登録されている。その登録児童数の内、O－4歳

の区分が約45％を占め、全体として被虐待児の低年

齢化が目立っ。しかし、性的虐待は、O－16歳区分で

は身体的虐待の半分程度であるのに対し、15－16歳

区分ではほぼ同数あるいは上回る数となっており、

高年齢に占める割合が大きくなっている。

　表3．は17歳未満の児童1，000人に対する登録児童数

の割合で、5歳未満の区分が他と比較して高いことが

わかる。

　表4．はさらに細かく年齢層を区分したものである

が、保健省とNSPCCを比較すると若干数字は異な

るものの、1歳未満児の区分が極めて高いことがわか

る。従って過去に虐待の事実が幾度かあるために、

出産と同時に乳児を母親から引き離さなければなら

ないケースが数多くある。最近の「コミュニティー・

ケア」誌（1992年10月）によると、英国では1週間に

2人の割合で、虐待により児童が死亡していると報

告されている。

　クリーブランド事件の衝撃

　クリープランド・カウンティーにあるミドルスバ

ラ総合病院で、1987年の5月と6月に性的虐待と診

断されたケースが前例をみない程に高い数字を示し

た。肉親による性的虐待、それは社会的タブーを打

ち破るもので人びとの受けた衝撃は大きく、瞬く間

に国家レベルでの関心の的となり、バトラー・スロ

ス勅撰弁護士によリクリープランド事件調査報告書

が1988年に出された。

　この事件の核心は、性的虐待を未然に予防するため

に発給された安全地命令にある。安全地命令（Place

表3．t7歳未満の児童1，000人に対する登録児童数の割合（イングランド＆ウェールズ）

亭出所：前出資料よ⑲筆者力吻筆・修正を行った．

表4．18歳未満の児童1，000人に対する登録児童数の割合（イングランド）

　一　　一一
， 一　　　　　　一一．　　　　　1988年 一一一一　　　　　　1989年 一一一一一一i的0年

↓ 保健省 NSPCC 保健省 NSPCC 保健省 NSPCC

1歳未潰

1－4歳
5－9歳
10－15歳

】6歳以上

4．7

3．1

2．1

L6
0．4

6．2

3．3

2．0

2．0

0淳

5．28

3．50

2．52

1．91

0．54

7．06

4．56

3．02

2．54

0．44

6．15

3．29

2．65

2．07

0．67

7．91

3．76

2．92

2，575

0．44

‘鯵数（18歳未満） 2．1 2．3 2．48 3，155 2．60 3．02

■出所：C【eightOtU　S，　j，　op、　Cit．，　p，13保健省とNSPCCでは■査対象となる地域、劇待の分類、年齢区分等が興なり、本表は保健省の基準を修正した《」の

　　である．
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of　Safety　Order）とは、児童が虐待されているか、そ

の危険性が高い（緊急）場合、最大限28日間安全な場

所へ児童を移す命令（1989年児童法によ「）緊急保護

命令に改正）であり、地方自治体社会福祉部は、虐待

を予防するという観点から頻繁に申請する傾向がみ

られた。安全地命令は①児童の人権擁護（性的虐待

からの予防｝と②国家の家族への強制介入という二側

面を抱えており、クリーブランド事件では、それが

ネガティブな方向に出たようである。例えば、安全

地命令が発給されると突然児童は親から引き離され、

親は不服申し立てをする権利がないばかりか、児童

との接触も禁止（ほとんどのケース）されてしまい、

事態の進行状況も十分に知らされぬままであった。

また児童のほうも、裁判手続きができるよう証拠収

集のために、本人や親の同意なく何度も面接や身体

検査を受けさせられたのである。性的虐待を予防し

ようとする余り裁判所命令（安全地命令）の取得を最

優先してしまい、親にも児童にも配慮が欠ける結果

になってしまった。

　クリープランド事件は、児童の福祉を最優先する

という前提の下で、児童と親の有する諸権利のバラ

ンスをとりながら虐待を予防する、という難問を突

きつけてきたのであり、その挑戦に真っ向から取り

組んだのが】989年児童法であった。

　1989年児童法一親権から親責任へ

　本法の特徴は児童を養育する第1の責任は家族で

あり、裁判所命令で親責任が制限されている場合で

も、親は建設的な方法で児童の福祉に対して親とし

ての責任を行使できるよう、地方自治体には援助す

世界グ）児童と母性

る義務があることを明確にした点にある。

　親責任という用語が1989年児童法には導入されて

いるが、これは親権に代わる新たな概念であり、児

童及び彼（女）の財産に関して、法的に当該児童の親

が有するすべての権利、義務、権限、責任、権威の

ことを言う。親権との相違は次の点にある。1969年

児童少年法の下で、ケア命令〔虐待を受けたかその

危険性が高いので家族から児童を引き離す命令一日

本では児童福祉法28条と33条が合体したものと考え

てもらえばよいと思う〕が出された場合、親の親権

は剥奪され地方自治体（社会福祉部）に移された。と

ころが1989年児童法では、地方自治体（社会福祉部）

に親責任が与えられると親の行動範囲を規制する権

限が与えられるので、親はその指示に従わねばなら

ないが、親は親責任を剥奪されたのではなく、依然

親責任を有している。

　つま「）1989年児童法の基本理念を要約すると、次

のようになる。児童の福祉を最優先するという前提

の下で、児童は家族のなかで親より養育を受けるの

が最善であ1）、やむを得ず家族から離れて地方自治

体のサービスを受ける場合、できる限り親と地方自

治体の合意に基づく「任意」の取り決めで行うべき

であり、たとえ強制命令（地方自治体と親との間で

親責任の共有）によるものであろうと、親は地方自

治体のパートナーとして児童の養育に参加し、児童

の福祉と一致する限り、速やかに家庭復帰できるよ

うに努めるのが地方自治体の義務とされたのである。

児童虐待への対応

表5．は、コベントリー市をモデルに標準的な対応シ
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表5．児童虐待への対応システム

拙所：。。榔RY卿P即㎜ON　CO㎜厄紺駅．AGENCY　GUIDELINES，1991，
　　　ひ22に筆者が加筆・修正を行つた。

ステムを表わしたものである。児童虐待への対応で

一番苦慮するのは、児童を親許から引き離す場合で、

まず親と協議し合意に達せられるよう努力し、裁判

所命令（強制命令）は本命令を出す以外、児童の福祉

を守る最善の方法がないと裁判所が判断した場合に

のみ発給される。その裁判所命令（強制命令）の中で

主なものに次の二つがある。

緊急保護命令：児童が虐待を被っているかその疑い

が極めて高い（緊急）場合、児童を安全な場所へ移し

保護する命令であり、期間は8日間で特別な理由があ

る限り7日間延長される。申請は誰でもできるが（通

常は地方自治体社会福祉部）、申請者は以下の諸要件

のいずれかを立証し、裁判所が

それを認めた場合に発給される。

ω次のいずれかの理由で、児童

が著しい害を被る危険性にある

と信じうる合理的な根拠を裁判

所が認めた場合、

①申請者あるいはそれに代わる

　者が提供するアコモデーショ

　ホ
　ンに児童を移さない場合、か

　あるいは

②児童をその時アコモデーショ

　ンが提供されている場所に留

　めておかない場合、のいずれ

　かである。

②次のいずれかの理由で、裁判

所が地方自治体の申請を認めた

場合、

①公的義務下で調査している地

　方自治体（社会福祉部）が、児童が著しい害を被っ

　ているか、あるいはその危険性にあると思われる

　合理的な根拠を示した場合。

②地方自治体のアクセスが不合理な理由で拒否され、

　調査が妨害されている場合。

③児童へのアクセスが緊急事態として要請されるこ

　とを信じうる合理的な根拠を地方自治体がもつ場

　合。

　申請者には親責任が与えられるが、児童の処遇に

対して全責任が与えられたのではなく、親との接触

の取り決め、身体検査・精神科検査、数回に及ぷ面

接に関しては裁判所の同意が必要となる。なお、児

30



童、親、親責任を有する者、本命令が発給される直

前まで児童と同居していた者は、本命令発給の72時

間後に本命令の解除を求める申請を行う権利がある。

（＊アコモデーションの提供とは、信頼できる一方の

親、親類縁者・友人、地方自治体里親、入所施設、

等への児童の措置を意味する。）

ケア命令：本命令が発給されると、児童は強制的に

家族から引き離され、地方自治体（社会福祉部）が児

童の養育責任を親と共に担うことになる。申請は地

方自治体（社会福祉部）とNSPCCに限定されている

が、ほとんどの場合地方自治体（社会福祉部）が行う。

申請者は以下の諸要件を立証し、裁判所がそれを認

めた場合に発給される。

（1）児童が著しい害を現に被っているか、それを被る

危険性があり、しかも②その害あるいはそれを被る

危険性が以下のいずれかの理由による場合、

①当該児童に与えられているケア、もしくは本命令

　が発給されなければ与えられる可能性のあるケア

　が、通常親に期待して当然であるようなもの（ケ

　ア）ではない場合、あるいは、

②児童が親の手に負えない場合、である。

　本命令が発給されると地方自治体（社会福祉部）に

親責任が与えられ、児童のケースマネージメントに

関する権限が委ねられる。しかし接触に関しては裁

判所の同意が必要とされ、通常ケア命令が発給され

る前に地方自治体（社会福祉部）の接触に関する取リ

決め・提案を裁判所が考慮し、親の意向も十分汲ん

だ上で、発給されるケア命令に盛り込まれることに

なる。ケア命令が発給された後の接触の取り決めに

関しては、当事者の申請により裁判所が「合理的な

世界の児童と母性

接触」を判断することになるe

　このように、たとえケア命令が発給されても児童

の福祉に反しない限t）、親が児童と接触し何らかの

方法で養育責任の一端を担えるよう配慮されている

のである。

　おわりに

　英国では児童虐待への対応が、情報キャッチから

親子を引き離す段階まで実によく整備されている。

①緊急事態に即対応できるよう24時間利用できる児童

　虐待電話サービス網が全国に張り巡らされている。

②児童虐待防止登録制度により、虐待の予防と再発

　の防止に努めている。

③地方自治体社会福祉部を中心機関とし、それに各

　種関係機関が協働体制を組んで虐待に対応してい

　る。

④親から子を引き離す（強制）場合、必ず裁判所が児

　童の最善の福祉を判断し、緊急保護命令、ケア命

　令など児童虐待に関する法律が整備されている。

　そしてこのようなシステムを根底から支えている

のが1989年児童法であることはすでに述べた。同法

では、児童の福祉を最優先して考慮することが明言

されておリ、これを受けてコベントリー市では、親子

の利害が対立する場合、児童虐待に限っては子の福

祉を最優先すると言い切っている。「児童の福祉を最

優先して考慮する」という言葉の意味をわれわれも

熟考すべき時がきているのではなかろうか。

〔文献〕
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アメリカにおける児童虐待予防と

危機介入騙相談・ランテ・蹴マ・a」，ルよ・

．特 集

現代の児童虐待

　　　　　　　　　よこ　やま　　ゆずる

大阪府立大鞠臓師横山穣

　1．虐待予防のためのホットライン

　児童虐待（Child　Abuse）がアメリカにおいて注目

　　　　　　　　　　　　　　　　
を集めるようになったのは1960年代と言われるが、

ひとロに児童虐待と言っても、それは児童に対する

残酷な取｝）扱い（Child　Maltreatment）の一形態と

考えるのが正確である。

　虐待は、単に身体的な虐待行為（暴力を振るう一

しつけの目的ではなく、親の子に対するストレスの

はけ口として）だけではなく、心理的や情緒的なレ

ベルでの虐待（罵声を浴びせる、困惑や動揺を引き

起こす言動をとる等）、無視する虐待（子どもの欲求

に対して見て見ぬふりをしたり、食事を与えない等

の養育や保護の放棄）、そして現在アメリカで著しく

注目を集めるようになった性的虐待（両親や継父母

をはじめとして、親族等の近親者による性的関係・

　　　　　　　　　　　　　　　tt］
接触の強要）の、四つに分類できる。

　こうした児童虐待予防のために、電話による24時

間のホットラインがアメリカの大都市圏（サンフラ

ンシスコ、ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴ等）

を中心に誕生した社会的背景には、いくつかの要因

が考えられる。

　第1には、大都市部では核家族の中でもとりわけ

片親家族が多く、彼らは近隣との関係が薄く、社会

的にも孤立し、養育ストレスが強まることが考えら

れる。親の中には、心理的にも親として成熟してい

ないものも多く、子どもの親への依存に対して十分

に対応しきれず、葛藤や不満が強まり、ストレスの

はけロとして弱者である子どもに怒りをぶつけ虐待

することで、自己を防衛することになるのである。

　第2には、心理的にも社会的にも孤立した親にと

って、比較的抵抗もなく援助を求めることができる

のは、24時問対応の電話ホットラインである。匿名

で、かつ好きな時間だけ、専門的な訓練を受けたカ

ウンセラーやボランティアに悩みを聴いてもらうこ

とができる。児童虐待にまで進んでいなくても、そ

れにより親自身が自分の葛藤や怒りを鎮め、他者に

よって支えられ、守られていると実感し、養育スト

レスに対処できるよ’うになるからである。

　「電話相談ボランティア養成マニュアル」は、専

門的な訓練を受けたカウンセラーが、一般市民の中

からボランティアを募り、電話による危機介入に関

する専門的訓練を施すなかで、児童虐待予防の社会

ネットワークを拡げることを昌的につくられた。1970

年代中頃に、児童虐待にかかわったカウンセラーや
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